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第１章　計画の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

１　計画策定の趣旨 

少子高齢化が進む中、檜枝岐村においても核家族化の進行や、地域のつながりの希薄

化、価値観の多様化などにより、地域社会が抱える課題は様々な分野の課題が絡み合っ

て複雑化しています。また人口数の減少によるマンパワー不足が、福祉分野においても

多方面にわたり影響を及ぼしています。 

こうした状況を踏まえ、村民が様々な地域課題を抱えながらも住み慣れた地域で安心

していきいき暮らせる地域づくりを実現するために、地域福祉にはこれまで以上にきめ

の細かい対応が求められています。 

　国においては、地域や個人が抱える課題を多様な主体が「我が事」として受け止め、

包括的に支えていく「地域共生社会」の実現に向け、高齢者や障がい者、子どもなどの

分野にかかわらず包括的に支援するための体制づくりや、住民主体により相互に支え合

う地域づくりを進めています。 

　この計画は地域福祉関連施策の推進と仕組みづくりを通して、幅広い住民の主体的な

参加と協働によって、人がつながり、共に支え合い、いきいきと安心して暮らすことが

できる地域共生社会の実現を目的とし、多様化する個々の生活課題に対応するために、

住民、地域、行政との連携を図りながら、全ての村民が健康で生き生きと笑顔のあふれ

る村づくりを目指し、【地域でつくる「健康」「生きがい」「支え合い」】を基本理念とし

て、それぞれの分野における施策を実践します。 

 

２　計画の性格・位置づけ  

　本計画は、社会福祉法第４条（地域福祉の推進）を踏まえた上、社会福祉法第１０７

条の規定に基づき「市町村地域福祉計画」として策定するものです。 

　また、本計画は「第５次檜枝岐村総合（振興）計画」の一部として、地域福祉の理念

を共有するものであり、多様化する個々の生活課題に対応するため、他の個別計画と整

合・調整を図りながら、住民、地域、行政との連携・協働により総合的に展開すること

を目指します。 

 

３　計画の期間　 

　本計画の計画期間は、令和７年度から令和１１年度までの５年間とします。 

　なお、計画の実施状況や社会情勢の変化などを踏まえ、必要に応じて計画を点検し、

見直しを行います。 
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４　計画の策定 

（１） 策定委員会の設置 

本計画の策定にあたり、地域の代表、医療・保健・福祉関係者などにより構成す 

る「檜枝岐村地域福祉計画策定委員会」を設置し、策定に関する協議・検討と計画

に対する意見や要望の集約を図りました。 

 

（２） 福祉関係事業者・有識者へのヒアリング及び住民アンケートの実施 

本計画の策定にあたり、住民の皆様の地域福祉に対する考え方やご意見等をうか

がい、計画策定の基礎資料とすることを目的として、福祉関係事業者・有識者への

ヒアリングを実施しました。また振興計画のアンケート調査として福祉分野につい

ても回答いただきました。 

 

　　●ヒアリング先 

　　　檜枝岐村社会福祉協議会・檜枝岐村保健センター・檜枝岐村包括支援センター 

　　　民生委員・檜枝岐村老人クラブ 

　　●振興計画村民アンケート調査 

　　□調査対象者　村内全世帯に配布し世帯員１～２名が回答 

　　□調査期間　　令和６年１０月１日～１０月３１日 

　　□調査方法　　訪問による配布・回収 

　　□回収結果　　配布数 318 件　回収数 231 件　回収率 72.6％ 
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第２章　地域福祉を取り巻く状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

１　地域の状況（令和６年１０月末） 

（１） 人口、世帯構成    

　人口４９０人・世帯数１９９世帯・高齢者人口１８８人・高齢化率 38.36％ 

 

（２） 地域社会の状況  

　■障がい者数１７人 

障害者手帳所持者数は横ばいの傾向にあり、障がい別では身体障害者手帳保持者は１

３人、療育手帳保持者は 1 人、精神障害者保健福祉手帳所持者は 3 人となっていま

す。 

■生活保護の状況 

生活保護受給世帯数、受給者数ともに、横ばいの傾向であり、１世帯、１人となって 

います。 

■要支援・要介護認定者の状況 

要支援・要介護認定者数は減少傾向であり、認定率は 12.23％となっています。 

 

（３） 福祉関係者ヒアリングやアンケートからみる現状　　 

　◆各団体が行う主な地域の活動 

□檜枝岐村社会福祉協議会・・・・配食事業、ミドルステイ事業※１ 

□檜枝岐村保健センター・・・・・村の保健室※２、一人暮らし老人世帯訪問事業 

□檜枝岐村包括支援センター・・・生き生きサロン※３、ゆさん処「ちょっくり」の 

運営※４ 

□檜枝岐村老人クラブ・・・・・・登校時児童見守り活動、名所等清掃活動 

　※１：在宅生活が困難な要支援１から要介護２の認定者に対し宿泊サービスを提供 

することで、安心して生活が営めるよう支援する事業。 

　※２：保健センター又は自宅にて、健康チェックや健康相談、筋力・柔軟性のアッ 

プ等、保健師が健やかな暮らしを支援する事業。 

　※３：６５以上で足腰の衰えを感じている方や外出の機会が減ってきた方を対象に 

手工芸や軽運動等を行う集会。 

　※４：診療所に併設し、介護予防等を目的とした村民の交流の場。 

 

　①地域福祉の現状と課題、地域福祉に対する住民の意識などを把握するために福祉関

係者にヒアリングした結果は以下のとおりです。 

　■地域での課題について 

　◇檜枝岐村民生委員協議会 
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　・なり手不足が一番の課題。現在は定数を維持しているが欠員が生じてもおかしくな 

い状況である。 

　・困り事があれば村民はまず役場に相談する。村民に民生委員の活動をもっと理解し 

てもらうことが必要と感じる。 

　◇檜枝岐村老人クラブ 

　・現在は６５歳以上が加入しているが、事業へ参加する人も固定化されてきているし 

　　世代間ギャップがある。また会員の高齢化が進んでいる。 

　・役員のなり手不足。会員数は多いが役員のなり手がいない。 

　◇檜枝岐村社会福祉協議会 

　・介護事業所のイメージが強く、社協の本質が薄れている。閉鎖的・タブーのイメー 

ジ払拭 

　・有資格者の確保など人材が不足している。 

　・福祉教育（特に認知症について）が進んでいない。 

　・住民のニーズが行政へ向きがちである。もっと社協の存在をアピールしたい。 

　◇檜枝岐村包括支援センター 

　・サロン参加者も高齢（90 代）になってきており、新しいことを取り入れても構え 

てしまうことが多く、内容もマンネリ化してきている。参加者も固定化してしまっ 

ている状態である。 

　・ゆさん処「ちょっくり」の冬期間送迎を始めたが、利用する人が少ない。 

◇檜枝岐村保健センター 

　・関係機関に保健分野に関する理解がなかなか得られない。 

　・診療所とは連携や支援の方向性を一致させることが比較的容易にできるが、社会福 

祉協議会とはなかなか一致させることが難しい（目標としてはきっと同じように考 

えていると言うと思うが、実際の行動を同じようにすることが困難）。 

　　 

　■福祉施策について（優先的に取り組むこと） 

　◇檜枝岐村社会福祉協議会 

　・行政と連携し、認知症サポーター養成講座の実施 

・学校や児童館との連携をとり、福祉教育への協力を進めていきたい 

・尾瀬の華をもっと住民へ開放し、気軽に出入りできることを広めたい 

・地域の困りごと総合相談窓口としての周知 

  ◇檜枝岐村包括支援センター 

　・サロンについて 70 代で元気な人も積極的に参加してもらえるよう今後も周知して 

いきたい。 

・ゆさん処「ちょっくり」について冬の送迎を開始し周知も始めているがまだ利用者 

も少ないため、今後も積極的に周知していきたい。 
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②村民アンケート調査からみる現状 

■性別（回答数 227） 

…住民アンケート調査結果【問１】 

　男性１１６人　女性１００人　未回答１１人 

　■年齢（回答数 220） 

…住民アンケート調査結果【問２】 

20 代以下 6 人　３０代２５人　４０代２７人　５０代３４人 

６０代５２人　７０代４３人　８０代以上３３人 

　■家族構成（回答数 218） 

…住民アンケート調査結果【問３】 

　　一人暮らし２９人　夫婦のみ 63 人　多世代１１３人　その他１３人 

　■現在、村での暮らしにどの程度の幸せを感じているか（回答数 141） 

　　…住民アンケート調査結果【問４-１】 

　　「豊かな自然環境の中で生活できる」「のんびりと生活できる」 

　　「災害が少なく、災害があってもみんなで助け合える」の回答が多かった。 

　■どのような点に不幸せや不満を感じているか（回答数 87） 

　　…住民アンケート調査結果【問４-２】 

　　「総合病院や専門病院が遠く通院が大変」「交通・移動手段の不便さ」 

　　「人口が減ったり産業が弱っていき村の将来が不安」の回答が多かった。 

　■村の理想の将来像について（回答数 226） 

…住民アンケート調査結果【問５】 

　　「村民が安心・安全に暮らせる村」「若者・子育て世代が希望を持って暮らせる村」 

　　「人口が減少しても村民みんなが楽しくのんびり暮らせる村」の回答が多かった。 

　■村にとって良くないことは何か（回答数 226） 

…住民アンケート調査結果【問６】 

「子供が減少すること」「無医村になること」 

　　「村人の村への愛着がなくなっていくこと」の回答が多かった。 

　■第４次振興計画に定めた取組についての満足度（５点満点） 

　　…住民アンケート調査結果【問８】 

①社会福祉の充実（子育て支援、高齢者・障害者福祉） 

　　　現在の満足度 3.7　今後の重要度 4.5 

　　②保険・医療の充実について 

　　　現在の満足度 3.6　今後の重要度 4.6　 

　　③定住促進・少子高齢化対策について 

　　　現在の満足度 3.3　今後の重要度 4.5 

　　④協働社会の実現について 

　　　現在の満足度 3.3　今後の重要度 3.8 
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２　地域を支える各種団体等の状況 

（１） 組会 

　　組会は地域住民のふれあいの場をつくり、お互いに助け合って協力をしていくこと

で、快適で住みよい地域をつくり上げていくための、村民にとって最も身近な自治組

織です。地域内の環境整備、地域住民の親睦交流など地域の安心安全な暮らしを支え

る活動にも取り組んでいます。 

　　令和６年１０月末現在の組会の数は９となっています。 

 

（２） 社会福祉協議会 

　　社会福祉協議会は、地域福祉の推進役として中心的な役割を担う、社会福祉法に基

づく公共的な性格を持った営利を目的としない民間団体です。 

　　地域の人々が抱える様々な福祉課題を地域全体の問題としてとらえ、地域、行政、

関係機関等と連携しながら、地域福祉活動事業、介護保険事業、介護予防事業、地域

支援事業などを行っています。 

　　令和６年度から地域包括支援センター業務も受託しており、互いの強みを活かし合

った地域包括ケアシステムの構築を目指しています。 

 

（３） 民生委員・児童委員 

　　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣からの委嘱を受け、社会福祉の増進のために、

住民の立場に立って生活や福祉に関する相談・援助活動を行います。生活困窮者、児

童、心身障がい者（児）、高齢者、ひとり親世帯等、援護を必要とする人々が安心し

て暮らせるよう身近な相談先として、訪問等による支援を行っています。 

 

（４） 老人クラブ 

　　老人クラブは６５歳以上の高齢者によって活動が行われており、清掃奉仕活動のほ

か子どもの見守り活動を行っています。会員数は横ばい傾向ですが、活動自体に参加

されない会員が多く、役員のなり手不足が課題となっています。 

 

（５） 各種団体等 

　　各種団体には、商工会、商工会青年部、商工会女性部、青年団、消防団などがあり、

どの団体においても新しい会員の不足が課題として挙げられています。 
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３　檜枝岐村の地域福祉に関わる主な課題 

 

（１） 福祉人材の不足 

　・支援が必要な高齢者や障がい者の数は横ばい傾向ですが、支える側の人材が不足し 

ており、今後様々なサービスの低下に繋がる可能性があり対応策を検討する必要が

あります。 

（２）福祉課題を抱える人の多様化 

　・障がい者数等は横ばい傾向にありますが、住民のニーズは多様化しており、従来の 

制度や支援での対応が難しくなっていることから、必要な支援が届くように包括的

な支援体制を構築する必要があります。 

（３）地域活動の担い手の育成 

　・地域全体の高齢化・単身化等により、地域を支える担い手が少ない現状があります。 

　・地域の状況や年齢層に応じた情報発信等により、これからの地域を担う人材を育成 

することが求められています。 

（４）健康・安心・安全な生活の維持 

　・支える側が人材不足に陥らないためにも、村民一人一人が生きがいのある生活を送 

り、心も体も健康であることが必要です。 

　・住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域のつながりや防災対策等の 

重要性が再認識されています。 

　・地震や台風等の自然災害の増加により、災害時の避難行動要支援者を地域で支援す 

る体制の構築が必要です。 
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第３章　計画の理念と基本目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

１　基本理念 

　　　　　  

 

　　地域のことを「我が事」ととらえて地域課題を受け止め、地域全体で支え合うまち

づくりが求められています。住民の誰もが尊重され、健康で生きがいをもって暮らす

ことができるまち、誰もが住み慣れた地域で生き生きと暮らせるまち、そのような「地

域共生社会」の実現に向け、【地域でつくる「健康」「生きがい」「支え合い」】を基本

理念として、健康で生き生きと笑顔のあふれる村づくりを目指します。 

 

 

２　基本目標　 

１、地域社会福祉の充実 

　≪課題（１）～（４）を全体的に解決するための目標≫ 

地域住民が安全・安心な暮らしを継続できるよう子育て支援や少子化対策、高齢

者・障害者・ひとり親家庭や児童福祉の充実を図ります。 

２、保健・医療の充実及び社会保障制度の健全運営 

　≪課題（２）・（４）を重点的に解決するための目標≫　　 

村民の健康維持のための医療体制の確保や健康増進事業の取組を推進します。ま

た国民健康保険や介護保険など医療制度の健全運営に努めます。 

３、歩いてウェルビーイング 

　≪課題（３）・（４）を重点的に解決するための目標≫ 

人それぞれ違う価値観の中で、それぞれが自分にとっての良い状態や満たされた

状態（幸せ）が継続して実感できることによりウェルビーイング（身体的・精神

的・社会的に完全に良好な状態）が作られます。振興計画における重要なテーマ

とした『歩く』ことを通じて、ウェルビーイングに必要な食育の推進やコミュニ

ティづくりを目指していきます。 
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３　基本目標と施策の関係 

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 地域社会福祉

の充実

２ 保健・医療の

充実及び社会

保障制度の健

全運営  

 
 

３ 歩いてウェル

ビーイング

（１）子育て支援と児童福祉

（２）少子化対策 

（１）

（１）保健の充実 

（１）

（３） 高齢者、障がい者、ひとり
親・生活困窮家庭福祉 

（２）医療の充実

（３）社会保障制度の健全運営 

（２）

（１）食育の推進

（２）歩いて行けるコミュニティ
環境の整備 

（２）
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第４章　現状と課題、施策の方向性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本目標１　地域社会福祉の充実 

１、子育て支援と児童福祉 

【現状と課題】　 

村では「檜枝岐村次世代育成支援行動計画」を策定し、安心して子育てできる支援策

として高校生までの医療費無料化、保育サービスの無料化のほか子育て支援金や出産祝

い金、小中高入学時の入学祝い金など子育て世帯に対する支援強化を行ってきました。 

しかし、個々の価値観や生活様式の多様化、核家族化の進行、ひとり親家庭の増

加、女性の社会進出など、児童を取り巻く環境は大きく変化しており、親の育児に対

する不安や悩みも多様化しています。このような住民のニーズや地域の特性に対応し

た、きめ細かい子育て支援が求められています。 

【主要施策】 

（１）子育てしやすい環境づくり 

　　①家庭・学校・行政との連携により子どもがのびのび育つ環境づくりの推進を図り

ます。 

　②行政と関係機関とが連携し、子育て支援に関する情報の提供に努めます。 

　③老人クラブが主体となり、子どもが安全に通学できるよう、孫見守り隊の維持・ 

強化を図ります。 

（２）相談・指導の充実 

　　①保健師・児童委員を中心とした子育ての相談・支援体制の充実を図ります。 

　　②児童虐待の早期発見につながるよう地域と関係機関(会津児童相談所等)との連 

携に努めます。 

（３）給付対策の推進 

　　①子どもの保健向上、経済的負担の軽減を図るため、子ども医療費助成制度や児童

手当制度、児童扶養手当制度、特別児童扶養手当制度の推進に努めます。 

　　②子ども医療費助成について現物給付の推進に努めます。 

　　③出産祝い金や子育て支援金を支給し、子育て支援体制の充実を図ります。 

（４）次世代育成計画の策定 

　　①次世代育成計画の策定により総合的な子育て支援対策、少子化対策を推進します。 
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2、少子化対策 

【現状と課題】 

本村の人口構造を見ると、少子高齢化が進むと同時に今後の人口増の起点となるべ

き20～30歳代の減少が顕著となっています。本村の場合、高校入学時にほぼ100％

が村外に出て、卒業後も進学、就職のために村に戻って来ないケースが多いことが、

その一因となっています。 

また、令和５年度における本村の合計特殊出生率は1.33人と全国水準1.20人とほ

ぼ変わらない数値となっており、今後は若い世代の減少により少子化が進むと懸念さ

れ、この若い世代の増加こそが少子化対策の最大の課題といえます。 

若い世代の移住やＵターンを促進するためには、まず就業場所の創出・確保が最も

重要です。しかし村内の民間企業が少なく、業種も限られているうえに主産業である

観光業の不振が続く状況にあり、新たな就業の場を創出するか、村外の通勤可能な地

域に就業の場を求めるなど就業対策として検討する必要があります。また、期待でき

るものの一つとしてＩＣＴの普及があります。首都圏から離れているという大きなハ

ードルを問題としないことから、それを活用した産業の創出や企業の誘致も検討しな

ければなりません。 

現在村では移住・定住者受け入れのため、空き家の活用や新たな村営住宅の整備を

すすめています。村で生活している若い世代の人達が、村に定着し将来に渡って安心

して定住できる各種施策や環境整備が重要であり、村に住んでいる若い世代が子ども

とともに活き活きと暮らしていれば、Ｕターンを考える若者も自然と増えることが期

待されます。 

【主要施策】 

（１）受け入れ体制の整備 

①創造性を持ち就業場所の創出・確保に努め、就業対策を推進します。 

②住民ニーズや地域特性に対応した子育て支援対策及び少子化対策の充実に努め

ます。 

③移住者が安心・安全に暮らせるような整備体制に努めます。 

（２）地元定着対策の推進 

①若者が村での生活に楽しみと生きがいを感じられるように、若者主体の活動等

への支援を図ります。 

②結婚を希望する若者を支援するとともに、次世代育成支援行動計画の独身者対

策と連携した少子化対策を推進します。 

③若い世代が定住するための住宅対策を推進します。 

（３）U ターンの促進 

　　①老人クラブが主体となる清掃奉仕活動やグラウンドゴルフに子どもも参加する 

異世代交流事業、青年団が主体となる幼児から高齢者まで参加する地域活動を更 

に盛り上げることで、U ターンに繋がるような愛村心を育みます。 



 

13 

3、高齢者、障がい者、ひとり親・生活困窮家庭福祉 

□高齢者福祉 

【現状と課題】 

　本村の 65 歳以上人口の比率は、平成 2６年３月末日現在、住民基本台帳人口におい

ては、34.１％でしたが、令和 6 年３月末日現在の同人口で見ると 3８.８％と上昇して

います。要介護（支援）認定率は、平成 2６年 4 月末時点では１３.８0％でしたが、令

和 6 年 4 月末時点では１２.2３％と低下しています。しかしながら高齢者人口がピー

クを迎える 2040 年を見通すと、認定高齢者の増加・介護給付費の増加が危惧されて

います。村では訪問・通い・宿泊などの複合的なサービスを 24 時間 365 日利用でき

る「小規模多機能型居宅介護事業所」を整備し、高齢者の福祉にあたってきました。 

　しかし、村民のニーズは年々多様化、専門化してきており、全てに充分な対応をする

のは困難な状況にあります。また、要介護者の在宅介護は家族の負担が増大するため、

特別養護老人ホーム等への入所希望が多くなっているのが現状ですが、高齢者の約６割

は在宅での生活を希望しています。 

　高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる

よう、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」が一体的に提供される『地域包括ケ

アシステム』を推進しています。高齢者一人一人の状態を把握し、地域包括支援センタ

ーを活用した介護予防事業への参加を促すなど、地域に密着した効果的な対応を目指し

ます。 

【主要施策】 

（１）介護予防の促進 

　　①要介護防止策として介護予防事業、特に認知症に重点を置いた施策の推進を図り、

介護保険料の抑制に努めます。 

　　②高齢者の多様なニーズに対応するため、地域の実情に応じた取組を推進します。 

　　③介護予防事業の更なる普及を図り、健康寿命の延伸を図ります。 

　　④ゆさん処「ちょっくり」を活用した高齢者の交流場所づくりを推進します。 

（２）在宅医療・介護連携の推進 

　　①業務等に必要となる知識を高めるため、研修会等に積極的に参加します。 

　　②当村の現状を把握し、状況に応じた施策の展開を図ります。 

（３）認知症施策の推進 

　　①認知症地域支援推進員を配置し、認知症の人やその家族を支援する事業を実施し

ます。 

　　②認知初期集中支援チームを配置し、認知症の人やその家族に対する初期の支援を

包括的・集中的に行います。 

　　③認知症の人の状態に応じたサービス提供の流れを一目でわかるようにした認知

症ケアパスを全戸配布し、その普及を図ります。 

④認知症キャラバンメイトとサポーターを育成し、認知症に対する知識を学び、地

域全体で助け合います。 
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（４）社会参加・生きがいづくり 

　　①老人クラブの活動支援を継続します。 

　　②伝統・文化の継承・世代間交流を公民館、学校と協力して行います。 

　　③社会福祉協議会と連携し、認知症などに関する福祉教育の充実を図ります。 

（５）ＩＣＴを活用した福祉サービスの充実 

　　①アイネット等を活用した見守り体制の整備を行います。 

 

□障がい者福祉 

【現状と課題】 

　障がい者数は横ばいの傾向にありますが、障がい者が人生における全段階を通じて適

切な支援を受けられるよう、教育、福祉、医療、雇用等の各分野の有機的な連携の下、

施策を総合的に展開し，切れ目のない支援が必要になります。 

　障がい者福祉については、障がい者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことがで

きるよう、障がい者を施策の対象という考えではなく、障がい者及び障がい者の家族等

の意見を聴き、それを尊重し、ニーズにあったサービスの向上が必要とされます。 

【主要施策】 

（１）ケア体制の充実 

　　①ケア会議において、医療、保健、福祉の連携により障がい者ニーズの把握やケー

ス検討を行い、適切なサービスが受けられるよう調整を図ります。 

　　②障がい者に対するケアマネジメント体制の整備に努め、積極的な研修参加により、

障がいに対する正しい理解を深めます。 

（２）相談指導体制の充実 

　　①障がい者の在宅介護に関する相談助言やコーディネートの窓口として、地域包括

支援センターの機能の充実に努めます。 

　　②障がい者の日常生活、健康管理、金銭管理、就労等の自立支援のため、障がい者

相談支援センターと連携し、相談支援事業の推進を図ります。 

（３）給付対策の推進 

　　①障がい者福祉年金を給付し、福祉の向上を図ります。 

②重度心身障がい者医療費助成給付、日常生活用具の交付の推進に努めます。 

（４）啓発と理解の促進 

　　①障がい者に対する偏見や差別をなくすための啓発、啓蒙活動や福祉教育の推進に

努めます。 

　　②障がい者が地域のなかで当たり前の生活ができる環境づくりに努め、広域的な障

がい者との交流イベント等の情報提供を行います。 
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□ひとり親・生活困窮家庭福祉 

【現状と課題】 

　　価値観の多様化や生活環境の変化等により、全国的にひとり親世帯が増加傾向にあ

ります。本村でもひとり親世帯は増加傾向にあり、現在、ひとり親家庭医療費助成事

業による支援を行っています。 

また、生活保護受給世帯は１世帯（１人）のみとなっていますが、物価高騰が続く

経済情勢を踏まえ、高齢者向けの支援金や雪下ろしに掛かる費用の助成金等の支援も

行っています。 

　　対象となる方の声を聞き漏らさないためには、民生委員や社会福祉協議会、行政だ

けでなく、地域住民と供に情報収集する必要があります。今後は、経済的・精神的自

立を支援するために、相談窓口の設置など総合的な支援体制の整備と、医療費助成等

の支援の継続が必要となってきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　【主要施策】 

（１）援護制度の有効活用 

①ひとり親家庭医療費助成事業及び母子、福島県が行う寡婦福祉資金貸付金の普

及と有効利用を促進します。 

②ひとり親家庭の日常生活支援事業について検討します。 

（２）相談体制の充実 

①民生委員、児童委員による相談業務の一層の活用を図ります。 

②組会を中心とした村民による困窮者への声掛けを行い、行政や社会福祉協議会 

と情報を共有することで連携した支援を行います。 

（３）就業・自立の支援 

①経済的な自立が図れるよう就業の情報提供を行います。 

②仕事と子育ての両立ができるよう体制の整備を図ります。 
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基本目標２　保健・医療の充実及び社会保障制度の健全な運営 

1、保健の充実　 

【現状と課題】　 

　健康はすべての人々が望んでいるものであり、生きがいのある生活を送るためにも健

康であることが重要となってきます。しかし、社会環境や生活様式の変化から、生活習

慣病はもとより自殺のリスクファクターである精神的ストレスの増大等、さまざまな健

康問題が生じています。 

　このような状況の中、これまでも村では母子保健の充実や高齢者の健康増進事業、感

染症予防事業など様々な事業を推進しています。しかし、特に壮年期における方の保健

事業への参加率が低く、保健事業参加者との健康意識の格差が大きく見られます。この

格差をいかに小さくしていくかが今後の課題となってきます。 

　村民一人ひとりが自ら心身の健康について自己管理意識を高め、健康なライフスタイ

ルを確立することが必要となります。「自分の健康は自らつくり、守る」という村民の

健康意識の向上を図ります。 

【主要施策】 

（１）健やかに産み育てる環境の整備 

①妊産婦、乳幼児を対象とした健康診査や保健指導などの母子保健事業の充実に

努めます。 

②幼児期から健全な心身と豊かな人間性の育成を目的とした保健事業の充実に

努めます。 

③母子保健・児童福祉・学校教育との連携を図りながら、こども一人ひとりが健

やかに成長できる環境を整えます。 

　（２）村民一人ひとりの健康づくりの推進 

①村民の健康意識の向上を目的とした総合健診・各種保健事業の充実を図ります。 

②ICT を活用した各種保健事業の実施体制を整備するとともに、関係機関と連携

し、村民の健康管理に努めます。 

③壮年期より生活習慣病予防や体力の維持・向上を目的とした、健康増進事業・

各種保健事業の充実を図り、地域支援事業と連携した支援を推進します。 

（３）心の健康づくりと自殺予防 

①相談支援体制の充実を図るとともに、精神疾患や自殺予防に関する知識の普

及・啓発に努めます。 

②精神障害者の社会参加を目的とした、自立支援体制の充実を図ります。 

（４）感染症予防事業の推進 

①感染症の発生予防と感染拡大の抑制を目的とした関係機関との連携強化、正し

い知識の普及・啓発に努めます。 

②新型インフルエンザ等対策行動計画や対応マニュアルの見直しを行い、発生段

階に応じた感染症対策を推進します。 
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2、医療の充実 

【現状と課題】　 

昭和２６年開設のへき地診療所は、村で唯一の医療機関として長年村民の診療にあた

ってきました。医師不在の時期や他町村の病院からの医師派遣など実施した時期もあり

ましたが、現在は常勤医師１名により診療が行われています。 

しかしながら、診療所では内科、小児科を主に診察しており、循環器系や皮膚科など

専門的な診療を受けるには、村外の医療機関を受診する必要があり、それには公共交通

機関が不便なうえ、最も近い総合病院まで５０ｋｍ以上あることから、自家用車などで

往復２～４時間かけての通院が主な手段となっております。これは増え続ける高齢者世

帯にとっての負担は大きく、大変厳しい状況です。また、急病人対応に対する救急体制

の整備も課題として挙げられます。 

　少子高齢化が進む現状において、これからも子供たちやお年寄りが安心して生活して

いける村づくりのためには、住民の健康を見守る仕組み作りが不可欠であります。 

【主要施策】 

（1）予防医療及び関係機関との連携 

　　①健診後の事後指導も含めた予防医療を展開し、村民一人ひとりが健康で、安心し

て生活ができるように努めます。 

　　②保健・医療・福祉の連携を密にするとともに、地域医療、在宅医療体制を構築し、

医師不在時等の緊急時にも対応できるよう体制の充実を図ります。 

（2）救急医療体制の確保 

　　①行政機関、広域消防、医療機関等との連携を高め、搬送体制・救急医療体制の強

化を図ります。 

（3）他制度との連携 

　　①高齢化が進み、医療需要にくらべ介護需要の比重が高まることが予想されるため、

保険制度とへき地医療対策との連携を図ります。 
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３、社会保障制度の健全運営 

【　現状と課題　】 

本村の国民健康保険の加入者数は、令和６年 3 月末現在１３７人となっており、高

齢化や自営業者の減少により加入者数は減少傾向が続いています。国保税の収納率につ

きましては被保険者の努力により毎年 100％を継続しています。村民の健康に対する

意識が高く、各種予防事業や特定健診の受診率も高い状況が続いています。そのため医

療費水準も低く、基金保有高も多いことから安定的な財政運営がなされています。しか

しながら令和１１年度には、福島県内で統一された保険料率が予定されており、他町村

よりも低い税率が設定されている当村にとっては、被保険者の税負担増が予想されてい

ます。 

後期高齢者医療は 75 歳以上（一部 65 歳以上）の方を対象とした医療制度で、加入

者数は令和６年 3 月末現在１１０人であり、広域化されているため保険者は福島県後

期高齢者医療広域連合となっています。高齢化の進展や疾病構造の変化、医療技術の高

度化等による医療費の増加に伴い、村負担も高額化しています。今後は、増大する医療

費を抑制するため、医療費の適正化対策を図り、疾病予防のための健康づくりなど各種

保健事業を積極的に推進する必要があります。 

本村の要介護（要支援）認定率は、令和６年１０月末時点で 12.23%となっており、

平成２７年の 15.92％から低下しています。今後も介護予防事業の充実を図るととも

に、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることを目

指し、地域の実情に応じて医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が一体的に提供さ

れる「地域包括ケアシステム」を推進していきます。 

【　主要施策　】 

（１）保健・医療及び関係機関との連携 

　　①生活習慣病を減らすための食生活指導や健康指導の充実、健康の保持・体力増進 

を目的にした保健事業を展開し、疾病予防に努めます。 

②疾病に対する意識の高揚を図り、住民負担の軽減と医療費の抑制を図ります。　 

③要介護（要支援）認定者数を減らすため「地域包括ケアシステム」を推進します。 

（２）保健事業の推進 

　　①各種健診結果や疾病統計を経年的に分析し、住民の健康管理に努めます。 

　　②総合健診を推進し、疾病の早期発見・早期治療に努めます。 

　　③健診の結果を基に特定保健指導を実施し、積極的支援や動機づけ支援に該当した 

方のサポート・健康状態の改善に努めます。 

（３）制度の周知と財政運営の健全化 

　　①医療保険・年金制度の周知徹底を推進するとともに、保健、医療、年金に関する 

相談体制の充実を図ります。 

②国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計の健全な財 

政運営に努めます。 
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基本目標３　歩いてウェルビーイング 

１、食育の推進 

【現状と課題】 

　『食育』は、生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり、

生涯を通じて食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けるとともに、社会全体

で食育を実践できる環境を整備することが重要です。当村には高校がないため、ほとん

どの子どもが、中学校を卒業すると村外の高校に進学し、寮など親元を離れて生活しま

す。そのため中学生までに可能な限り望ましい生活習慣を身につけることが大切である

ことから、食育事業は子どもを中心とし、家族や地域の大人を巻き込むように、行政、

関係団体が連携しながら実施しているところです。 

しかしながら令和５年度学校保健統計（福島県）によると、肥満傾向児の出現率は、

全国との比較（前年度比較）でみると、男女ともすべての年齢で上回っている結果とな

りました。また、痩身傾向児の出現率は、全国との比較（前年度比較）でみると、男子

は 12 歳及び１５歳から１７歳で、女子は５歳、６歳、１４歳及び１７歳で上回ってい

る結果となりました。健康で生き生きと過ごすためには、肥満の予防だけでなく、低栄

養やフレイルの観点から痩せの予防も重要であることから、バランスよく食べるだけで

なく、ライフステージに応じた身体活動レベルと体に必要な栄養の量を摂取できるよう

にすることも課題となります。 

また、核家族化や村外出身者も増えている状況から村民が檜枝岐村に愛着を持って過

ごすためには、郷土に根差した食育が重要であります。食で郷土に触れる機会を設け、

郷土愛を育みます。 

【　主要施策　】　　 

（１）『食』だけでなく『歩く』を含めた事業の展開 

　　①県民パスポート事業により、食事、運動、社会参加の３本柱で推進します。 

（２）郷土の食文化の継承 

　　①調理実習などを通して、郷土食や村の保存食、いわなやマイタケなど特産品の活 

用を促進します。 

（３）関係機関や県と連携 

　　①オコジョクラブと連携し、親子クッキングを実施することで、子どもだけでなく、 

大人の食育を推進します。 

　　②県のふくしまウォーキングマップやランチョンマット等媒体の活用及び利用促 

進に努めます。 
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２，歩いて行けるコミュニティ環境の整備 

【現状と課題】　　　　　　　 

　人口減少にともなう少子高齢化や生活様式の多様化により、伝統的な年中行事や村民

同士の共同活動が衰退し、地域コミュニティの弱体化が進んでいます。そのため防災や

防犯、環境美化、子どもの見守りなどさまざまな問題が顕在化しています。子どもの居

場所づくりは子ども家庭庁を中心に推進されています。子どもの居場所づくりの意義と

して「子どもが孤立するのを防ぐことができる」「子どもが生活や学習環境を身につけ

ることができる」「子どもが他者とのコミュニケーションや好奇心を育むことができる」

などがあります。子どもの居場所として代表的なものは「子ども食堂」でその数は年々

増加の一途をたどり、現在その数は全国で約 10,000 箇所以上にのぼっています。 

村でも令和５年度に交流・産業活性化施設「つれづれラボ-25」を整備し、移住・定

住に繋がるコワーキングスペースを整備しました。この施設は子どもたちのフリースペ

ースとしても活用されています。また包括支援センターでは、令和６年度に村診療所多

目的室にゆさん処「ちょっくり」を整備し、高齢者や子どもたちの交流場所として活用

されています。今回実施したアンケートでも子どもの遊び場整備について多数要望があ

りました。自宅から歩いて行ける場所へ子どもたちがのびのび遊べる場所をつくること

や、共通の目的や趣味をもつ人々が集える場所の造成などが求められています。 

【主要施策】 

（１）子どもや子育て世代の交流場所をつくろう 

　　①子どもの遊び場づくり 

　　　子育て中の親子の交流や情報交換の場所として、どこに住んでいても自宅から歩

いていける場所に、子どもの遊び場があるような環境づくりを推進します。 

　　②こども家庭センターの設置 

　　　子どもや子育て世代、妊産婦を対象に医療・福祉・保育・教育などを包括的に支

援するため、こども家庭センターの設置について検討を進めていきます。 

（２）世代間交流の実施 

　　①「つれづれラボ-25」やゆさん処「ちょっくり」の活用 

　　　「つれづれラボ-25」や「ちょっくり」を活用し、子どもや高齢者の世代間交流

を推進します。 

　　②シニア世代による児童への読み聞かせ等の実施 

　　　村老人クラブなどシニア世代による児童館や小学校での読み聞かせ事業を推進

します。 
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第５章　計画の推進、進行管理　　　　　　　　　　　　　 

 

１　計画の推進体制 

　　　地域福祉施策の推進にあたっては、福祉・保健・医療のみならず、住民の生活に

関連する幅広い分野から福祉を捉えた取組を進められるよう、庁内関係各部門との

連携を図り、施策の推進に努めます。 

 

 

２　計画の進行管理 

　　　本計画を実効性のある計画とするために、進捗状況を把握し、点検及び評価を行

う必要があります。そのため、役場住民課において定期的に PCDA サイクルによ

る点検を行いながら、必要に応じて各種施策を見直すなど、今後の方向性について

検討を行います。 

 

 

３　施策に係る指標 

　　　本計画の推進にあたっては、その実効性を確保するため、次期計画の見直しを行

う５年後の事業実施目標を設定し、計画の評価を行います。 

 

　　■目標１　認知症サポーター数 

　　◇目標値　現在値（令和６年度）０人　→　目標値（次期計画見直し時）５人以上 

　　　認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かい目で見守る「認知症サポ

ーター」について、増加を目指します。 

　　■目標２　福祉教育年間開催件数 

　　◇目標値　現在値（令和６年度）○件　→　目標値（次期計画見直し時）２件以上 

　　　檜枝岐小中学校において認知症や介護制度などに関する福祉教育を開催し、福祉

制度に関する理解の造成を図ります。 

　　■目標３　ゆさん処「ちょっくり」の利用者数 

　　◇目標値　現在値（令和６年度）307 人　→　目標値（次期計画見直し時）1,000

人以上 

　　　ゆさん処「ちょっくり」を高齢者同士の交流拠点として活用すると同時に異世代

交流の場所としても推進していきます。 
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